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第 555号 

令和 6年(2024年) 

10月 4日 

金曜日 

目 次 

告示 
○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定（障害者福祉推進課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定の辞退（障害者福祉推進課） 

○ 総合リハビリテーションセンター使用料、手数料及び物品売払代金の収納事務委託に関

する告示（総合リハビリテーションセンター） 

○ 総合リハビリテーションセンター使用料及び手数料の収納事務委託に関する告示（総合

リハビリテーションセンター） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 一般国道 140号の供用の開始（秩父県土整備事務所） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
入
間
市
向
陽
台
一
丁
目
百
六
十
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
七
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



古
屋 

佑
一
郎 

大
谷 

卓
也 

藤
巻 

裕
久 

前
田 

幸
英 

黄
田 

忠
義 

医
師
の
氏
名 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能

障
害
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害
、
そ
し
ゃ
く
機

能
障
害 

聴
覚
障
害
、
音
声
・
言

語
機
能
障
害
、
そ
し
ゃ

く
機
能
障
害 

指
定
障
害
区
分 

脳
神
経
内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

診
療
科
名 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

医
療
法
人 

埼
玉
成
恵
会

病
院 

春
日
部
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
医
療
セ
ン
タ

ー 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

東
松
山
市
石
橋
千
七
百
二

十
一 

春
日
部
市
中
央
六
―
七
―

一 入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十

―
一 医

療
機
関
の
所
在
地 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

指
定
年
月
日 

 



名
和 

達
郎 

角
谷 

真 

鳥
谷
部 

真
史 

佐
々
木 

源 

伊
藤 

賢
太
郎 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

小
児
科
、
訪
問
診

療 整
形
外
科 

脳
神
経
内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

医

療

法

人

社

団

朋

百

会 

戸
田
本
町
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
徳
洲
会 

皆
野

病
院 

医
療
法
人
社
団
真
誠
の
樹 

 

は
な
さ
き
診
療
所 

医

療

法

人

社

団

愛

友

会 

上
尾
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

戸
田
市
本
町
三
―
九
―
十

六 秩
父
郡
皆
野
町
皆
野
二
千

三
十
一
―
一 

加
須
市
花
崎
北
一
―
十
六

―
十
三 

上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

 



諸
井 

雅
男 

佐
々
木 

渉 

萩
原 

秀
明 

中
村 

日
出
彦 

齊
藤 

陽
子 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

内
科
、
循
環
器
内

科 心
臓
内
科 

内
科
・
循
環
器
内

科 循
環
器
内
科 

内
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科 

医

療

法

人

社

団

愛

友

会 

三
郷
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療

セ
ン
タ
ー 

谷
塚
駅
は
ぎ
わ
ら
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
三
愛
会 

三
愛

会
総
合
病
院 

医
療
法
人
徳
洲
会 

皆
野

病
院 

三
郷
市
中
央
四
―
五
―
一 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十

七
―
一 

草
加
市
谷
塚
一
―
一
―
二

十
三 

三
郷
市
彦
成
二
―
三
百
四

十
二 

秩
父
郡
皆
野
町
皆
野
二
千

三
十
一
―
一 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

 



和
久
井 

大 

島
矢 

和
浩 

遠
藤 

駿 

坂
巻 

裕
介 

田
部
井 
彬
史 

呼
吸
器
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

呼
吸
器
内
科 

呼
吸
器
内
科 

呼
吸
器
内
科 

腎
臓
・
内
分
泌
代

謝
内
科 

腎
臓
内
科 

医
療
法
人
誠
壽
会 
上
福
岡

総
合
病
院 

草
加
市
立
病
院 

草
加
市
立
病
院 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

日
本
赤
十
字
社 

深
谷
赤

十
字
病
院 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
九
百
三
十

一 草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八

―
一 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 



福
田 

悠
一 

瀧
下 

智
恵 

青
木 

雅
典 

岡 

大
祐 

大
井 

悠 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

泌
尿
器
科 

外
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

外
科 

医
療
法
人
修
志
会 
フ
ァ
ミ

リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク
春
日
部 

医

療

法

人

社

団

東

光

会 
戸
田
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
桂
水
会 

岡
病

院 医
療
法
人
桂
水
会 

岡
病

院 埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー 

春
日
部
市
備
後
西
三
―
七

―
二
十
三 

戸
田
市
本
町
一
―
十
九
―

三 本
庄
市
北
堀
八
百
十 

本
庄
市
北
堀
八
百
十 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
七

百
八
十 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

 



大
山 

弘
晃 

池
端 

昭
慶 

肝
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害
、
小
腸
機
能
障

害 

消
化
器
内
科 

外
科 

医
療
法
人
蒼
龍
会 

武
蔵

嵐
山
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
埼
玉
病
院 

東
松
山
市
上
唐
子
千
三
百

十
二
―
一 

和
光
市
諏
訪
二
―
一 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

令
和
六
年
九
月
十
八
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



島
田 

 

芳
隆 

河
野 

雄
亮 

山
口 

 

博 

鎌
田 

智
彦 

佐
藤 

信
之 

医
師
の
氏
名 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

視
覚
障
害 

肢
体
不
自
由 

心
臓
機
能
障
害 

視
覚
障
害 

指
定
障
害
区
分 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー 

医
療
法
人 

山
口
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
寿
鶴
会 

菅
野
病
院 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー 

医
療
機
関
の
名
称 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

鴻
巣
市
本
町
四
―
一
―
十
一 

和
光
市
本
町
二
十
八
―
三 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
六
年
六
月
二
十
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
十
月
三
日 

令
和
五
年
四
月
三
十
日 

令
和
元
年
九
月
三
十
日 

辞
退
年
月
日 



 

 

 

  

村
木 

輝 

若
山 

 

徹 

沖
永 

明 

高
柳 

 

裕
子 

    

肝
臓
機
能
障
害 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能

障
害
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

    

医
療
法
人
社
団
顕
正
会 

蓮
田
病
院 

わ
か
や
ま
耳
鼻
咽
喉
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
永
和
会 

沖
永
整
形
外
科 

上
尾
眼
科 

    

蓮
田
市
根
金
千
六
百
六
十
二
―
一 

鴻
巣
市
本
町
三
―
十
―
十
六 

戸
田
市
新
曽
八
百
九
十
六-

―
一
レ
ク

セ
ル
戸
田 

上
尾
市
上
町
一
―
一
―
十
五 

    

令
和
六
年
九
月
三
十
日 

令
和
六
年
八
月
二
日 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

            

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

   

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

の
使
用
料
・
手
数
料
及

び
物
品
売
払
代
金
の

収
納
事
務 

公

金

事

務 

株
式
会
社
ソ
ラ
ス
ト 

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五

番
三
号 

品
川
イ
ン
タ
ー
シ
テ

ィ
Ｃ
棟
十
二
階 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、 

住

所

又

は

事

務

所

の

所

在

地 

令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら 

令
和
九
年
十
月
一
日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
号 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

            

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

     

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

の
使
用
料
及
び
手
数

料
の
収
納
事
務 

公

金

事

務 

株
式
会
社
ソ
ラ
ス
ト 

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五

番
三
号 

品
川
イ
ン
タ
ー
シ
テ

ィ
Ｃ
棟
十
二
階 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、 

住

所

又

は

事

務

所

の

所

在

地 

令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら 

令
和
九
年
十
月
一
日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
一
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二
―
三
八
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
石
橋
字
庚
塚
千
六
百
七
十
五
番
地
外
三
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
二
百
十
二
・
八
二
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
二
一
～
〇
・
〇
〇
七
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

 
 

 

幸 

二 
 

 
 

 
 

 



 

一
般
国
道
百
四
十
号 

路 
 

線 
 

名 

秩
父
郡
長
瀞
町
大
字
長
瀞
字
髙
野
一
一
八

番
三
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
長
瀞
字
橋
場
三
一
三
番
十

地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
十
月
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
二
年
十
二

月
二
十
一
日
付
け
埼
玉

県
秩
父
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
第
十
九
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
一
部
供
用
開
始
で

あ
る
。 

 

延
長
四
一
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備 

 

考 
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